
令和 6 年度「子どもの居場所」継続的な運営のための人材育成支援事業（三重県委託事業） 

問い合わせ先 

 

 

社会福祉法問い合わせ先 

社会福祉法人 三重県社会福祉協議会 地域福祉課 「子どもの居場所」担当 

 TEL : 059-227-5145    FAX : 059-227-6618  Mail: kodomo29@miewel.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“子どもの居場所”を運営していくために必要な知識を習得していただけるよう、さまざまなテーマで 

「子どもの居場所づくり勉強会」（全７回）を開催します。 

第 2回では、子ども食堂開催時等に気をつけるべき衛生管理や食物アレルギーについて学ぶことで安心・安全な

子ども食堂等が開催されることを目的として開催します。 

令和６年度 子どもの居場所づくり勉強会 第 2回(全 7回) 

 子どもたちの笑顔を守る！ 
～食品衛生と食物アレルギー対応ポイント～ 

 

日 時：令和 6年 7月 26日(金) 13：30～16：00 

会 場：①オンライン(Zoom) ②会場視聴(三重県社会福祉会館 3F)  

※後日一部 YouTube配信を予定 

参加費：無料 ①先着 100名 ②先着 30名 

対 象：子どもの居場所づくり活動団体、子どもの居場所運営者、 

子どもの居場所づくりに関心のある方、始めたいと考えている方、  

※会場には講師をお招きしています。 

直接質問等ございましたら会場にお越しください。 

 

 

 
1. 子どもの居場所における安心・安全な食品衛生について 

講師：三重県 医療保健部 食品安全課 職員 

 

2．子どもの居場所に役に立つ食物アレルギー対応について 

講師：皇學館大学 教育学部 教育学科 教授 駒田聡子氏  

 
 

 申込方法 裏面申込書にご記入の上、FAXまたはメールにてお申し込みください。 
     または Googleフォーム(二次元コード)からもお申し込みが可能です。 
申込締切 7月 19日(金) 
そ の 他 自然災害等により、研修会参加者の安全が危惧される場合は開催を中止または延期します。 
     中止または延期する場合は各開催日前日の午後５時までに、本会ホームページ 

（https://www.miewel-1.com）の新着情報にお知らせしますのでご確認ください。 

食物アレルギーは時に食物を食べてから数分でショック状態になり、子どもの命に危険
が及ぶことがあります。食物アレルギーを持ったお子さんを預かるときには、何よりも
事故を起こさないスタッフの知識と、意識、そして組織としての取り組みが重要です。 
食物アレルギーについての基礎知識と事故を起こさない取り組みについて解説します。 



令和 6 年度「子どもの居場所」継続的な運営のための人材育成支援事業（三重県委託事業） 

三重県社会福祉協議会 宛   FAX 059-227-6618 

令和 6年度 子どもの居場所づくり勉強会第 2回（全７回） 

「子どもたちの笑顔を守る！食品衛生と食品アレルギーの対応ポイント」 

参加申込書 

※参加者への連絡はメールを予定しておりますので、メールアドレスはお間違えのないようご記入ください。 

名 前  

所属団体・企業  

住 所  

電 話 番 号  

メールアドレス  

参 加 方 法 □オンライン（Zoom） □視聴会場（先着 30名まで） 

備 考  

 ※講師に質問等ありましたら、備考欄にご記入ください。 

    

 

 

令和 6年度 子どもの居場所づくり勉強会（全７回）今後の研修会のお知らせ 

開催予定日 開催テーマ（予定） 

第３回 8月 9日(金) 資金作りのコツ！～子どもの居場所の助成金を得るポイント～ 

第４回 10月上旬 『子どもの居場所』開設のためのポイント～継続的な運営に向けて～ 

第５回 11月 6日(水) 課題のある子どもたちとの関わり～子どもの特性と支援のポイント～ 

第６回 12月 7日(土) 「子どもの居場所」地域でのネットワーク作り～地域交流～ 

第 7回 2月下旬 令和 6年度『子どもの居場所』支援事業成果報告 

 

Googleフォームからも 

お申し込みが可能です。 

 


